
刈谷知立環境組合地球温暖化対策計画書 

愛知県地球温暖化対策推進条例第１０条第２項の規定に基づき、地球温暖化対策計画書

を策定したので公表します。 

記 

１ 地球温暖化対策の推進に関する方針 

 当組合は、地球温暖化対策の重要性と組合に求められる社会的責任を踏まえ、当組合

から排出される温室効果ガスの削減を図るため、計画推進責任者と担当者を明確にする

とともに、組合職員と当組合から業務委託を受けている委託業者従業員の参加による管

理体制を構築しています。また、組合を構成する刈谷市及び知立市と連携し、協働して

地球温暖化対策の推進を図り、良好な地球環境を次世代に引き継ぐべく努めてまいりま

す。                                                       

・施設の保守・点検を定期的に行い、良好で効率的な状態を維持します。             

・施設の改修においては、点検結果を踏まえ、計画的に実施します。                

・この取組方針、温室効果ガス排出抑制目標の順守状況について定期的に確認・評価を

行い、取組の更なる計画、実施につなげます。                               

・組合の構成団体である刈谷市及び知立市と定期的に情報交換を行い、協働して取組を

推進していきます。                                           

・取組方針、評価手法について、定期的に精査を行い、必要に応じ見直しを行います。       

・職員及び委託業者への研修や、地域への積極的な情報発信を行います。             

・「刈谷知立環境組合地球温暖化対策実行計画エコアクション KC」の取組を組合職員、

委託業者従業員ら全員で実行します。                                   

 

２ 地球温暖化対策の推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 温室効果ガスの排出の状況 

（１）温室効果ガス別の排出量(基準年度：2021年度） 

温室効果ガス 

の種類 

①ｴﾈﾙｷﾞｰ起源 

ＣＯ₂ 

②非ｴﾈﾙｷﾞｰ起 

源ＣＯ₂ 

（③を除く。） 

③廃棄物の原燃 

料使用に伴う非ｴ

ﾈﾙｷﾞｰ起源ＣＯ₂ 

④ＣＨ₄ ⑤Ｎ₂Ｏ 

排出量 

（ｔ-ＣＯ₂） 
― 27,431 ― ― ― 

温室効果ガス 

の種類 
⑥ＨＦＣ ⑦ＰＦＣ ⑧ＳＦ₆ ⑨ＮＦ3 

⑩ｴﾈﾙｷﾞｰ起源 

ＣＯ₂ (発電所

等配分前) 

合計（①～⑨） 

排出量 

（ｔ-ＣＯ₂） 
― ― ― ― ― 27,431 

 

（２）補整後の温室効果ガス排出量（基準年度：2021年度） 

補整後温室効果ガス排出量 

（ｔ-ＣＯ₂） 
27,431 

 

４ 温室効果ガスの排出の抑制等に係る目標 

（１）基準年度及び計画期間 

基準年度 
計画期間 

第１年度 第２年度 第３年度 

2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 

 

（２）排出の抑制等に係る目標 

温室効果ガス 

排出量 

（ｔ-ＣＯ₂） 

基準年度 第１年度 第２年度 第３年度  基準年度比

削減率の平

均【目標】 
27,431 25,986 24,541 23,097 

基準年度比 

削減率（%） 
5.3% 10.5% 15.8% 10.5% 

 

（３）目標設定の考え方 

温室効果ガス（ＣＯ₂）排出量について、当組合においては廃棄物の焼却によるＣＯ₂

が大部分を占めている。ＣＯ₂削減のためには廃棄物の減量化及び廃プラスチック類の分

別が重要であり、これらの対策については、構成市である刈谷市及び知立市が主体とな

って取り組んでいる。 

当組合では、構成市が策定した一般廃棄物処理基本計画におけるごみの削減目標等に

従い、将来的に廃棄物搬入量が削減されることを見込んでいる。そして、２０２４年度

を目標年度として策定した地球温暖化対策実行計画（エコアクションＫＣ）において、



メタン及び一酸化二窒素を除くＣＯ₂排出量を２３，０９７トンと掲げていることから、

当該目標値を採用することとした。 

なお、基準年度比の削減率の平均目標が１０％を超えているが、これは令和３年度（基

準年度）の廃プラスチック類の割合が約２３％となり、ＣＯ₂排出量の実績が２７，４３

１トンと多くなったことが要因である。エコアクションＫＣ策定時の基準年度である令

和元年度の同割合は約１７％と低く、また、今後はプラスチック資源循環促進法に基づ

き、プラスチック類の分別収集等の促進が期待されることから、廃プラスチック類の混

入割合が減少することを見込んでいる。 

また、２０２２年度及び２０２３年度の排出量の目標値について、２０２４年度まで

の累計削減量が４，３３４トンとなることから、これが３年間で同量ずつ削減されるも

のとみなし算定した。 


